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議 案 一 覧 表 
（令和3年第1回湖西市議会臨時会） 

 

議 案 番 号 件            名 

議案第 57 号 湖西市税条例等の一部を改正する条例制定に係る専決処分の承認を求める

ことについて 

議案第 58 号 湖西市都市計画税条例の一部を改正する条例制定に係る専決処分の承認を

求めることについて 

議案第 59 号 令和 3 年度湖西市一般会計補正予算（第 1 号）に係る専決処分の承認を求

めることについて 

議案第 60 号 令和3年度湖西市一般会計補正予算（第2号） 
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日程第 1 

 

 

会議録署名議員の指名 

 

 

 

14 番    荻 野 利 明 

 

15 番    馬 場  衛 

 

 

 

令和 3年 5月 17 日 

 

 

 

湖西市議会議長 加 藤 弘 己 
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日程第 2 

 

 

会期の決定 

 

 

 

今期臨時会の会期は、本日 1日間とする。 

 

 

 

令和 3年 5月 17 日 

 

 

 

湖西市議会議長 加 藤 弘 己 
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議案第 57 号 

 

 

湖西市税条例等の一部を改正する条例制定に係る専

決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1項の規定により次のとおり専決

処分をしたので、同条第 3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

令和 3年 5月 17 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

専決第 1号 

湖西市条例第 20 号 

 

 

湖西市税条例等の一部を改正する条例 

 

（湖西市税条例の一部改正） 

第 1 条 湖西市税条例（昭和 30 年湖西市条例第 16 号）の一部を次のように改正する。 

 

  第 34 条の 7第 1項中「所得税の納税義務者」を「所得割の納税義務者」に改め

る。 

 

第 36 条の 3 の 2 第 4 項中「所得税法第 198 条第 2 項に規定する納税地の所轄税

務署長の承認を受けている」を「令第 48 条の 9 の 7 の 2 において準用する令第 8

条の 2 の 2 に規定する要件を満たす」に改め、「次条第 4 項」の次に「及び第 53

条の 9第 3項」を加える。 

 

第 36 条の 3 の 3 第 4 項中「所得税法第 203 条の 6 第 6 項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている」を「令第 48 条の 9 の 7 の 3 において準用する令

第 8条の 2の 2に規定する要件を満たす」に改める。 
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第 53 条の 8第 1項第 1号中「本条、次条第 2項及び」を「この条、次条第 2項

及び第 3項並びに」に改める。 

 

第 53 条の 9に次の 2項を加える。 

3 第 1 項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由す

べき退職手当等の支払をする者が令第 48 条の 18 において準用する令第 8 条の 2

の 2 に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該

退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該

退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 

4 前項の規定の適用がある場合における第 2 項の規定の適用については、同項中

「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、

「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けた

とき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 

 

第 81 条の 4 第 1 号及び第 2 号中「同条第 4 項」の次に「又は第 5 項」を加える。 

 

附則第 10 条の 2 第 3 項中「附則第 15 条第 26 項」を「附則第 15 条第 23 項」に

改め、同条第 4 項中「附則第 15 条第 27 項第 1 号」を「附則第 15 条第 24 項第 1

号」に改め、同条第 5 項中「附則第 15 条第 27 項第 2 号」を「附則第 15 条第 24

項第 2 号」に改め、同条第 6 項中「附則第 15 条第 27 項第 3 号」を「附則第 15 条

第 24 項第 3 号」に改め、同条第 7 項中「附則第 15 条第 28 項第 1 号」を「附則第

15 条第 25 項第 1 号」に改め、同条第 8 項中「附則第 15 条第 28 項第 2 号」を「附

則第 15 条第 25 項第 2 号」に改め、同条第 9 項中「附則第 15 条第 30 項第 1 号

イ」を「附則第 15 条第 27 項第 1 号イ」に改め、同条第 10 項中「附則第 15 条第

30 項第 1 号ロ」を「附則第 15 条第 27 項第 1 号ロ」に改め、同条第 11 項中「附則

第 15 条第 30 項第 1 号ハ」を「附則第 15 条第 27 項第 1 号ハ」に改め、同条第 12

項中「附則第 15 条第 30 項第 1 号ニ」を「附則第 15 条第 27 項第 1 号ニ」に改め、

同条第 13 項中「附則第 15 条第 30 項第 2 号イ」を「附則第 15 条第 27 項第 2 号

イ」に改め、同条第 14 項中「附則第 15 条第 30 項第 2 号ロ」を「附則第 15 条第

27 項第 2 号ロ」に改め、同条第 15 項中「附則第 15 条第 30 項第 2 号ハ」を「附則

第 15 条第 27 項第 2 号ハ」に改め、同条第 16 項中「附則第 15 条第 30 項第 3 号

イ」を「附則第 15 条第 27 項第 3 号イ」に改め、同条第 17 項中「附則第 15 条第

30 項第 3 号ロ」を「附則第 15 条第 27 項第 3 号ロ」に改め、同条第 18 項中「附則

第 15 条第 30 項第 3 号ハ」を「附則第 15 条第 27 項第 3 号ハ」に改め、同条第 19
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項中「附則第 15 条第 38 項」を「附則第 15 条第 34 項」に改め、同条中第 20 項を

削り、第 21 項を第 20 項とし、第 22 項を第 21 項とする。 

 

 附則第 11 条の見出し中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度か

ら令和 5年度まで」に改める。 

 

 附則第 11 条の 2 の見出し中「令和元年度又は令和 2 年度」を「令和 4 年度又は

令和 5 年度」に改め、同条第 1 項中「令和元年度分又は令和 2 年度分」を「令和 4

年度分又は令和 5 年度分」に改め、同条第 2 項中「令和元年度適用土地又は令和

元年度類似適用土地」を「令和 4 年度適用土地又は令和 4 年度類似適用土地」に、

「令和 2年度分」を「令和 5年度分」に改める。 

 

 附則第 12 条の見出し中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度か

ら令和 5 年度まで」に改め、同条第 1 項中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を

「令和 3 年度から令和 5 年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和 3 年

度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、

同条第 2 項及び第 3 項中「平成 30 年度から令和 2 年度までの各年度分」を「令和

4 年度分及び令和 5 年度分」に改め、同条第 4 項及び第 5 項中「平成 30 年度から

令和 2年度まで」を「令和 3年度から令和 5年度まで」に改める。 

 

 附則第 13 条の見出し中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度か

ら令和 5 年度まで」に改め、同条中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和

3 年度から令和 5 年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下

この項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和 3 年

度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加える。 

 

 附則第 15 条第 1 項中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度から

令和 5 年度まで」に改め、同条第 2 項中「令和 3 年 3 月 31 日」を「令和 6 年 3 月

31 日」に改める。 

 

 附則第 15 条の 2 中「同条第 4 項」の次に「又は第 5 項」を加え、「令和 3 年 3

月 31 日」を「令和 3年 12 月 31 日」に改める。 

 

 附則第 15 条の 2 の 2 第 2 項中「同条第 2 項」の次に「又は第 3 項」を、「同条

第 4項」の次に「又は第 5項」を加える。 
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 附則第 16 条第 1 項中「第 5 項」を「第 8 項」に改め、同条第 2 項中「、当該軽

自動車が平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和 2 年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第 3

項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成

31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和 2 年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第 4 項中「、当該ガ

ソリン軽自動車が平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和 2 年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、

同条に次の 3項を加える。 

6 法附則第 30 条第 2 項第 1 号及び第 2 号に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用

の乗用のものを除く。）に対する第 82 条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和 4 年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和 4

年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和 5 年度分の軽自動車税の種別割に限り、第 2 項の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

7 法附則第 30 条第 7 項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第 82 条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和 4 年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガ

ソリン軽自動車が令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和 5 年度分の軽自動車税の種別割に限り、第 3 項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

8 法附則第 30 条第 8 項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する

第 82 条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和 3 年 4 月 1 日か

ら令和 4 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 4 年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和 4 年 4 月 1 日か

ら令和 5 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 5 年度

分の軽自動車税の種別割に限り、第 4 項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 附則第 16 条の 2第 1項中「第 5項」を「第 8項」に改める。 
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 附則第 26 条に次の 1項を加える。 

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法

第 6 条の 2 第 1 項の規定の適用を受けた場合における附則第 7 条の 3 の 2 第 1

項の規定の適用については、同項中「令和 15 年度」とあるのは「令和 17 年

度」と、「令和 3年」とあるのは「令和 4年」とする。 

 

（湖西市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第 2条 湖西市税条例の一部を改正する条例（令和 2年湖西市条例第 23 号）の一部を

次のように改正する。 

 

  第 2 条のうち、湖西市税条例第 48 条第 10 項の改正規定中「第 321 条の 8第 52

項」を「第 321 条の 8第 60 項」に、「同条第 52 項」を「同条第 60 項」に改め、

同条第 16 項の改正規定中「第 321 条の 8第 61 項」を「第 321 条の 8第 69 項」に

改める。 

 

  第 2 条のうち、湖西市税条例第 50 条第 4項の改正規定中「「又は第 31 項」に」

の次に「、「第 48 条の 15 の 5第 4項」を「第 48 条の 15 の 4第 4項」に」を加

える。 

 

  第 2 条のうち、湖西市税条例第 52 条の改正規定中「第 52 条第 4項」を「第 52

条第 3項中「第 48 条の 15 の 5第 4項」を「第 48 条の 15 の 4第 4項」に改め、

同条第 4項」に改める。 

 

  第 2 条のうち、湖西市税条例附則第 3条の 2第 2項の改正規定の次に次のように

加える。 

   附則第 4条第 1項中「及び第 4項」及び「又は法人税法第 81 条の 24 第 1項の

規定により延長された法第 321 条の 8第 4項に規定する申告書の提出期限」を削

り、同条第 2項中「又は法第 321 条の 8第 4項に規定する連結法人税額の課税標

準の算定期間」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

第 1条 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 
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第 2 条 第 1 条の規定による改正後の湖西市税条例(以下「新条例」という。)第 36

条の 3 の 2 第 4 項の規定は、この条例の施行の日（以下この条及び附則第 4 条第 1

項において「施行日」という。）以後に行う同項に規定する電磁的方法による同

項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った

第 1 条の規定による改正前の湖西市税条例（次項において「旧条例」という。）

第 36 条の 3 の 2 第 4 項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載

すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

2 新条例第 36 条の 3 の 3 第 4 項の規定は、施行日以後に行う新条例第 36 条の 3 の

2 第 4 項に規定する電磁的方法による新条例第 36 条の 3 の 3 第 4 項に規定する申

告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第 36 条の

3 の 2 第 4 項に規定する電磁的方法による旧条例第 36 条の 3 の 3 第 4 項に規定す

る申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第 3 条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和 3 年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、令和 2 年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第 4 条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取

得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について

適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 

2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和 3 年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、令和 2 年度分までの軽自動車税の種別割に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第 58 号 

 

 

湖西市都市計画税条例の一部を改正する条例制定に

係る専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により次のとおり専

決処分をしたので、同条第 3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

令和 3年 5月 17 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

専決第 2号 

湖西市条例第 21 号 

 

 

湖西市都市計画税条例の一部を改正する条例 

  

 湖西市都市計画税条例（昭和 39 年湖西市条例第 32 号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 附則第 2 項（見出しを含む。）中「附則第 15 条第 38 項」を「附則第 15 条第 34

項」に改める。 

 

 附則第 4 項の見出し中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度から令

和 5 年度まで」に改め、同項中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度

から令和 5年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和 3年度分の都市計画税

にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加える。 

 

 附則第 5 項中「平成 30 年度から令和 2 年度までの各年度分」を「令和 4 年度分及

び令和 5年度分」に改める。 
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 附則第 6 項中「平成 30 年度から令和 2 年度までの各年度分」を「令和 4 年度分及

び令和 5年度分」に改める。 

 

 附則第 7 項及び第 8 項中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度から

令和 5年度まで」に改める。 

 

 附則第 9 項の見出し中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度から令

和 5 年度まで」に改め、同項中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度

から令和 5年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この項に

おいて同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和 3年度分の都市計

画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加える。 

 

 附則第 13 項中「第 13 項、第 18 項から第 22 項まで、第 24 項、第 25 項、第 29 項、

第 33 項、第 37 項から第 39 項まで、第 42 項から第 44 項まで、第 47 項若しくは第

48 項」を「第 10 項、第 15 項から第 19 項まで、第 21 項、第 22 項、第 26 項、第 29

項、第 33 項から第 35 項まで、第 37 項から第 39 項まで、第 42 項若しくは第 43 項」

に改める。 

 

   附 則 

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

2 この条例による改正後の湖西市都市計画税条例の規定は、令和 3 年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、令和 2 年度分までの都市計画税については、な

お従前の例による。 
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議案第 59 号 

 

 

令和 3 年度湖西市一般会計補正予算（第 1 号）に係

る専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により次のとおり

専決処分をしたので、同条第 3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

令和 3年 5月 17 日提出 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

 

専決第 3号 

 

 

令和 3年度湖西市一般会計補正予算（第 1号） 

 

 令和 3年度湖西市一般会計補正予算（第 1号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 50,000 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,670,000 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和 3年 4月 20 日専決 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 
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15 3,125,367 50,000 3,175,367

2 国庫補助金 1,101,317 50,000 1,151,317

21,620,000 50,000 21,670,000

国庫支出金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

 

 

 

3 7,152,529 50,000 7,202,529

2 児童福祉費 3,587,401 50,000 3,637,401

21,620,000 50,000 21,670,000

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

民生費

歳　　出　　合　　計
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議案第 60 号 

 

 

令和 3年度湖西市一般会計補正予算（第 2号） 

 

 令和 3年度湖西市一般会計補正予算（第 2号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,600 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,676,600 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和 3年 5月 17 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 
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1 10,231,982 6,600 10,238,582

2 固定資産税 5,536,362 6,600 5,542,962

21,670,000 6,600 21,676,600

市税

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

 

 

 

7 602,525 6,600 609,125

1 商工費 602,525 6,600 609,125

21,670,000 6,600 21,676,600

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

商工費

歳　　出　　合　　計
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